
総務部財政課

・

うち引上げによる増収相当額

単位：千円

国県
支出金

その他
うち引上げによる
増収分充当額

障害者福祉サービス事業
＜日常生活用具給付費＞

34,200 15,590 18,610 8,567

小児医療助成事業
＜小児医療費扶助費＞

529,325 68,600 20 460,705 68,274

特定教育・保育施設支援事業
＜施設型給付費等＞

2,607,007 1,189,526 438,694 978,787 387,046

特定地域型保育支援事業
＜小規模保育事業・家庭的保育
事業＞

158,459 110,116 766 47,577 38,765

国民健康保険事業特別会計繰
出金
＜国民健康保険事業保険基盤
安定負担金繰出金＞

636,824 477,616 159,208 71,354

介護保険事業特別会計繰出金
＜介護保険事業介護給付費繰
出金等＞

2,080,917 21,750 2,080,917 283,515

後期高齢者医療事業特別会計
繰出金
＜後期高齢者医療事業保険給
付費繰出金＞

1,683,240 1,683,240 249,185

予防接種事業
＜各種予防接種委託料等＞

452,816 478 452,338 60,849

がん検診事業
＜各種がん検診委託料等＞

410,224 636 409,588 48,550

8,593,012 1,884,312 439,480 6,290,970 1,216,105

単位：千円

事業名
特定財源

合計

保
健
衛
生

社
会
福
祉

区分

地方消費税交付金

交付見込額

2,953,400

消費税率引上げに伴う地方消費税増収相当分（平成30年度見込額1,216,105千円）については、その額を
社会保障経費に充当する。

・ 具体的には、「社会福祉」、「社会保険」及び「保健衛生」に区分される介護・医療・児童関係費等に充当す
る。

【別紙２】消費税率引上げ分の活用について

社
会
保
険

【歳出】

事業費
一般財源

1,216,105

財源内訳

【基本的な考え方】

【歳入】



総務部財政課

【充当する事業】 単位：千円

事業費 充当額

社会福祉 3,328,991 502,652

【内訳】

障害者福祉サービス事業 34,200 8,567

＜日常生活用具給費費＞

529,325 68,274

特定教育・保育施設支援事業 2,607,007 387,046

（59,666） (24,308)

・施設型給付費（扶助費） （2,547,341） (362,738)

特定地域型保育支援事業 158,459 38,765

4,400,981 604,054

国民健康保険事業特別会計繰出金 636,824 71,354

＜国民健康保険事業保険基盤安定負担金繰出金＞

2,080,917 283,515

（1,935,828） (210,726)

（29,000） (5,907)

（116,089） (66,883)

1,683,240 249,185

＜後期高齢者医療事業保険給付費繰出金＞

保健衛生 863,040 109,399

予防接種事業 452,816 60,849

＜各種予防接種委託料等＞

がん検診事業 410,224 48,550

＜各種がん検診委託料等＞

8,593,012 1,216,105

＜地域支援事業繰出金＞

地域支援事業にかかる必要経費の一部を一般会計が負担し、介護保険事業
特別会計に繰り出します。

合計

後期高齢者医療事業特別会計繰出金

項目及び事業内容

保険料の軽減相当額を一般会計が負担し、国民健康保険事業特別会計に繰
り出します。

＜特定教育・保育施設支援事業＞
子ども・子育て支援法に基づく確認を受けた幼稚園、保育所及び認定こども園
に対し、運営費等を助成します。

＜小規模保育事業・家庭的保育事業＞
小規模保育事業・家庭的保育事業等を行う事業者に対し、運営費を助成しま
す。

保険料の軽減相当額を一般会計が負担し、介護保険事業特別会計に繰り出
します。

＜介護保険事業介護給付費繰出金＞

要介護及び支援認定者が、介護サービス等を受けた時の費用の金額の一部
を一般会計が負担し、介護保険事業特別会計に繰り出します。

＜低所得者保険料軽減繰出金＞

疾病の早期発見、早期治療につなげ、市民の健康寿命の延伸を図るため、が
ん検診を実施します。また、平成27年度から胃がんリスク検診、平成29年度か
ら前立腺がん検診の導入に伴う必要経費を措置します。

・鎌倉市教育・保育給付費補助金等

身体機能を補い日常生活を容易にするために障害者等の日常生活用具の給
付を行います。

小児医療助成事業

＜小児医療費扶助費＞

小児医療に係る通院医療費を小学校６年生までから中学校３年生までに拡大
して給付します。

社会保険

ポリオ、ＢＣＧ、日本脳炎、水痘、高齢者肺炎球菌等の予防接種を実施しま
す。（平成26年度から）
小児B型肝炎ワクチンの予防接種を実施します。また、インフルエンザ予防接
種の単価増に伴う必要経費を措置します。（平成28年度から）

保険給付費の一部を一般会計が負担し、後期高齢者医療事業特別会計に繰
り出します。

介護保険事業特別会計繰出金


